
令和 2年度 コミュニティからの意見 

  城南 コミュニティ 

 

ご

意

見

１ 

・コミュニティセンターの改装、整備について 

過去、数年、懸案事項（要望）として揚げている問題です。 

当地区は毎年、人口が増加している地域です。また、センターの利用者も過去 3か年 

平均で、約 26,000人、生涯学習クラブも 28団体と丸亀市の中でも多くの方々にご利 

用頂いておりますが、施設としましては建設後 27年目となり、部屋数の不足並びに 

面積的にも狭く、地域住民（老若男女）が気楽に交流を図れるサロン「みなみのんき 

サロン」の実現のため、中庭をウッドデッキに改修・整備の予算を市長懇談会にて要 

望、お願いをしてきています。平成 30年の懇談会では市長は地元業者を利用し実行 

できれば、予算をとるのは私の仕事と言いました。昨今、自然災害も多発しています。 

避難場所の拡大としても是非とも実現していただきたい。 

・コミュニティセンターの屋根合板の塗装塗り替え 

建築後、27年目となり、塗装が剥げて醜くなっている。施設管理上においても、屋根 

の塗装を早急にお願いしたい。（市長が昨年、城南地区連合自治会総会の場でコミュ 

ニティ会長に何とかすると返事をしているらしいので、いつ実施になりますか？） 

・屋根の雨漏り（瓦のひび割れ等で修理不能） 

瓦の部分を、ガルバリウム鋼板等で葺き替えをお願いしたい。 

 

（回答） 

市では現在、施設の老朽化や耐震強度不足への対応を最優先課題としてコミュニテ

ィセンターの整備を進めています。かねてよりご要望いただいております屋根の整備

につきましては、施設整備の進捗と市内コミュニティセンター全体のバランスを考慮

のうえ検討したいと考えております。 

 なお、雨漏り等の施設利用に支障が生じる破損が発生した場合は、応急措置も含め

適切に対処してまいりますので、生活環境課までご連絡をお願いいたします。 

 また、御要望のウッドデッキにつきましては、利用計画、設置方法、費用など、コ 

ミュニティの御意見を伺いながら検討したいと考えております。 
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２ 

・城南小学校の施設拡充並びに関連施設と通学道路の整備について 

令和 2年 4月現在、児童数は 646名、前年度より児童数、学級数も増加し、普通学級

と特別学級が 1つの教室を半分に仕切っているなど、教室の不足が毎年問題となって

いる。 

子供たちの教育環境の整備また、青い鳥教室の改修、移転をスピード感を持って対応

をお願いしたい。 

 

（回答） 

城南小学校の教室については、今年度、旧調理室を職員更衣室に改修し、現職員更

衣室を普通教室に改修して、教室を増設し令和３年４月より供用する予定です。 

 また、青い鳥教室については、現在校舎内に３教室開設していますが、現校舎東側

の駐車場に４教室を整備する予定としており、令和４年度からの供用を予定していま

す。なお、現青い鳥教室を校舎外に整備することで生じる空きスペースの活用につい

ても、今後の城南小学校の児童の教育環境の向上に寄与できるよう努めてまいりたい



と考えておりますので、ご理解のほどよろしくお願いします。 

 

・通学路（東西線）の拡幅について 

前年度、注意喚起の看板等は設置していただきましたが、住宅を壊した跡地などを少

しでも購入して拡幅を図っていただきたい。 

 

（回答） 

今回拡幅のご要望を頂いた市道田村町柞原線は、朝夕の通勤、通学時の交通量が特に

多く、また道路幅員も狭い路線です。 

 このことから現在、岸本医院西側交差点から西へ約 70m 区間の拡幅工事を予定し

ていますが、路線全体の拡幅工事には多くの時間と費用を要しますことから、家屋な

どの解体工事の際に用地の提供が可能な箇所については部分改良を検討したいと考

えていますので、この様な方がおられましたら、お手数ですが建設課までご一報頂け

たらと思います。 
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３ 

・丸亀市陸上競技場グランド整備について 

新型コロナ感染により、丸亀市陸上競技場入口に「これより中は地域外来 PCR検査 

センター区域になりますので立入禁止です」の看板が出ています。1か月ぐらい前か 

らセンターになったと思います。 

その間、競技場にはもちろん人の出入りはありません。現在、雑草が大きく茂ってい 

る状態です。 

来年の 3月 31日までと聞いておりますが、見苦しい害虫が発生すると思います。 

地域美化、環境的にも問題があると思われます。 

維持管理はどうなっているのか。 

 

（回答） 

丸亀市陸上競技場区域については、5 月１１日より PCR 検査センター設置区域に

させていただいております。 

また、この区域の維持管理については、指定管理者と新型コロナウイルス感染症を

踏まえた除草等の周辺対応協議と、丸亀城石垣崩落復旧整備事業に伴う石材の仮置き

場区域の協議に時間を要したため、通常の除草作業が一時的に中断となり雑草が繁茂

した状態となっておりました。 

現在は、指定管理者並びに石垣復旧整備事業に伴う区域について協議が整い、それ

ぞれの区域において８月下旬に除草作業が完了しております。今後も当面の間、それ

ぞれの担当区域において維持管理を行って参りますので、ご理解いただきますようよ

ろしくお願いいたします。 

 丸亀城石垣崩落復旧整備事業に伴う石材の仮置き場区域についてご説明申し上げ 

ますと、丸亀市陸上競技場及び競技場北の三角地は、平成 30年に崩落した丸亀城石 

垣復旧事業において、解体・回収した石材の仮置き場とさせていただくこととなりま 

した。三の丸石垣の石材、およそ 3300石は綾歌町総合運動公園へ、そして帯曲輪石 

垣の石材、およそ 2700石は丸亀市陸上競技場に運びます。今後、徐々に運び始め、 

帯曲輪石垣の復旧が始まれば、再び丸亀城に戻すことになります。令和 4年度中を目 

指して帯曲輪石垣を復旧する見込みですので、利用者の方々にはご迷惑をおかけしま 

すが、ご理解いただきますようお願いいたします。なお、この間の草刈り等維持管理 



は適切に行ってまいります。 

 

 


